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１．はじめに 

消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号。以下「消安法」という。）において定められている

特定製品の製造・輸入の事業を行う者（以下「事業者」という。は、あらかじめ国に対して事業を開始

する旨の届出を行い、特定製品ごとに定められた技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合して

いることを証する表示を付した特定製品でなければ、それを販売し、又は販売の目的で陳列してはなら

ないとされている。 

また、経済産業省は、製品流通後における消費者保護施策の一環として、以前から経済産業省所管物

資に係る消費生活用製品について、消費者保護関連法令の遵守状況の確認、製品の安全性等に関する検

査を行い、その結果に基づき、事業者に対し法令等の厳正な適用、安全性等に係る指導等を行っている。 

以上を踏まえ本事業は、製品事故の未然・再発防止を図るため、現在市場で販売されている消安法で

定める特定製品のうち、特に近年において法令違反等が確認された製品を対象として消安法及び同法関

係法令等の遵守状況の調査及び試験を行い、製品の安全性の確認を行うとともに、事業者に対する指導

監督の参考に資する資料を得ることを目的とし、また今後の安全施策に資するための調査研究を行うも

のとする。 
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２．調査の概要 

 

 関連法令 

本事業の実施にあたり関係する法令等を以下にまとめる。 

 

・消安法 ：消費生活用製品安全法（昭和 48 年 6 月 6 日法律第 31 号） 

・技術基準省令：経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 

（昭和 49 年 3 月 5 日通商産業省令第 18 号） 

・技術基準 ：経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 

（昭和 49 年 3 月 5 日通商産業省令第 18 号）別表第１ 

・運用及び解釈 

：消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について（令和 5 年 7 月 24 日

制定） 
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 調査内容 

現在、実店舗若しくはインターネット店舗で販売されている特定製品を買い上げ、技術基準に基づく

適合性試験（以下「適合性試験」という。）を行い、不適合箇所の抽出及び安全性に係る見解、評価等に

ついて取りまとめる。また、不適合が確認された場合は、不適合理由に係る見解等を整理し示す。 

 

２．２．１ 実施対象製品等 

対象とする特定製品の区分、銘柄数及び１銘柄当たりの購入数は以下のとおりとする。 

 

表 ２．２-１ 実施対象製品、対象銘柄数及び１銘柄あたりの購入数 

特定製品の区分 対象銘柄数 
１銘柄あたりの

購入数 

家庭用の圧力なべおよび圧

力がま 
５銘柄程度 各２個程度 

乗車用ヘルメット 

１０銘柄程度 

高価格帯（３万円前後）：２銘柄程度 

低価格帯（１万円前後）：８銘柄程度 

各６個程度 

乳幼児用ベッド ５銘柄程度 各２台程度 

携帯用レーザー応用装置 ６銘柄程度 各２個程度 

ライター ５銘柄程度 各１００個程度 

磁石製娯楽用品 ５銘柄程度 各２個程度 

吸水性合成樹脂製玩具 ５銘柄程度 各３個程度 

※ 吸水性合成樹脂製玩具については、仕様書上は購入数が１０個程度であったが、試験機関の要求

として３個であったことから、３個とした 

 

２．２．２ 製品の選定及び購入 

製品の選定及び購入にあたっては、以下の点に配慮した。 

 

① ネットパトロール事業（産業保安等技術基準策定調査研究等事業（ネット市場における製品安全

関連法対応状況等調査））で得られた結果も踏まえ、製品安全課との調整により、製品安全課が指

定した銘柄がある場合には、それに従いインターネット販売から購入すること。 

② 一般小売店、チェーンストア、量販店、通信販売、インターネット販売（インターネットモール、

オンラインショップ・ネットショップ）等の広範囲な販売事業者から選定すること。 

③ 特定の事業者の銘柄に偏ることがないように選定すること。 

④ 同一特定製品において同一の型式区分に偏ることがないように選定すること。 

⑤ 安価な銘柄のみに偏らず、仕様・機能等も考慮の上、選定すること。また、その選定の際には、安

全性確保の点から見て、技術基準の不適合が強く疑われるような銘柄がある場合はそれを優先す

ること。 

⑥ 過去に本事業で調査を行った銘柄及び結果並びに独立行政法人製品評価技術基盤機構の製品事故

情報等を参考に銘柄を選定すること。 
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⑦ 選定の結果、購入する特定製品の銘柄の詳細情報を、購入前に製品安全課へ共有するとともに購

入してよいか協議を行うこと。 

⑧ 違反等が疑われる銘柄等を製品安全課が指定した場合、その他特別に試験及び調査すべき銘柄に

ついて製品安全課から指示を受けた場合には、これに従うこと。 
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３．調査結果 

本調査で得られた結果として、消費生活用製品安全法の令和６年度試買テストにおける「技術基準」

に関する不適合の内容を P6～P10 に、消費生活用製品安全法の令和６年度試買テストにおける「PSC

マーク表示」に関する不適合の内容を P11 に示す。 
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４．まとめ 

本事業では、家庭用の圧力なべおよび圧力がま、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、携帯用レーザ

ー応用装置、ライター、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具の計 7 種類 41 銘柄の特定製品を対象

としてインターネット店舗で販売されている製品を買い上げ、試験機関による技術基準への適合性試験

を実施した。 

適合性試験の結果、家庭用の圧力なべ及び圧力がま 2 銘柄、乗車用ヘルメット 5 銘柄、携帯用レーザ

ー応用装置 2 銘柄、磁石性娯楽用品 4 銘柄、吸水性合成樹脂製玩具 4 銘柄に技術基準に対する不適合が

存在した。 

今年度の調査結果と令和４年度及び令和５年度の調査結果を比較すると、対象銘柄数の違いはあるも

のの同じ特定製品でも今年度結果は不適合割合が低い傾向であった。これは、今年度事業では届出事業

者の製品を中心として対象銘柄を選定したため、過年度事業と比較して不適合製品や人に危害を加える

危険性があるような製品が少なかったためではないかと考える。そのため、今後は届出事業者の製品で

はないものを調査対象として積極的に取り入れていく必要があるのではないかと考える。 

 


